
                       

 

令和 4年 10月 21日 

住宅局住宅総合整備課 

 

社会資本整備審議会 住宅宅地分科会に「空き家対策小委員会」を設置します！ 

～第 1 回を 10 月 25日（火）に開催します～ 

 

我が国の空き家の総数は８４９万戸となっておりますが、今後の人口・世帯数の減少や

高齢化等に伴いさらなる増加が見込まれています。 

本小委員会では、こうした現下の情勢を踏まえ、空き家の発生抑制や空き家の利活用・

適切な管理・除却に向けた取組の強化等について検討します。 

 

１．日時：令和 4年 10月 25日（火）10:00～12:00 

２．場所：国土交通省 2階住宅局局議室 ※WEB併用会議 

     （東京都千代田区霞が関２－１－３ 中央合同庁舎 3号館） 

３．委員：別紙のとおり 

４．議事：今後の空き家の発生抑制、利活用、適切な管理・除却等のあり方について 

５．傍聴・取材等： 

・ カメラ撮りは会議冒頭（議事に入るまで）のみ可。カメラ撮りを希望される方は、下記に従いお

申込みいただくとともに、当日の 9:50までに合同庁舎 3号館 2階エレベーターホールに集合して

ください（会場の関係で、人数の制限又は複数回時に分けたカメラ撮りをお願いする可能性があります。）。 

・ 本会議は新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、WEB上での傍聴のみとさせていただき

ます。なお、通信状況によって映像の乱れや一時的な停止があることをあらかじめご了承ください。  

・ カメラ撮り又は傍聴を希望される方は、10月 24日(月)17:00までに、下記【宛先】にメール に

て申し込みください。傍聴者には事前に資料と WEB会議用 URLを送付します。  

【宛先】hqt-akiya_atmark_gxb.mlit.go.jp ※「_atmark_ 」を「＠」に置き換えて送信してください。  

・ カメラ撮り・傍聴申込みにあたっては、件名を「【WEB傍聴希望／カメラ撮り希望】第 1回空き家

対策小委員会」 とし、本文に氏名（ふりがな付）、電話番号、メールアドレス、勤務先（報道関係

の方は社名）を記載ください。  

・ WEB会議の都合上、アクセス数に限りがありますので、1社（団体）につき 1 名までとさせてい

ただきます。希望者多数の場合は先着順とさせていただきます。 

６．その他： 

・ 配布資料及び議事録は後日、国土交通省ＨＰに掲載いたします。 

 

 

＜問合せ先＞ 国土交通省 住宅局 住宅総合整備課 佐々木、粟津（内容に関するお問合せ） 

                         小野、井田（取材、傍聴に関するお問合せ） 

 電話：03-5253-8111（内容関係：内線 39343, 39353）、（取材・傍聴関係：内線 39323, 39324） 

 夜間直通：03-5253-8507  FAX：03-5253-1628 

 



 

 

社会資本整備審議会 住宅宅地分科会 空き家対策小委員会 

委員名簿 

 

（委員は 50 音順・敬称略） 

 

 

委 員 長 中川 雅之  日本大学経済学部教授 

委員長代理 齊藤 広子  横浜市立大学国際教養学部教授 

  上田 真一  NPO 法人空家・空地管理センター代表理事  

   大久保 恭子 (株)風 代表取締役 

  大月 敏雄  東京大学大学院工学系研究科教授 

  北村 喜宣  上智大学法学部教授 

  小出 譲治  千葉県市原市長 

  汐見 明男  京都府井手町長 

沼尾 波子  東洋大学国際学部教授 

増山 昌章  栃木県栃木市副市長 

 

 

 

 

別紙 


